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～個人情報の処理と本人の同意～ 

１ 国務院による経営環境革新試験業務の展開に関する意見 
２ 原薬分野における独占禁止に関するガイドライン 
３ 特許法質権設定登記弁法 
４ 中華人民共和国税関「地域的な包括的経済連携協定」に基づく輸出入貨物原産地管理弁法 
５ 上海市データ条例 
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中国からの風便り 

デジタル人民元と電子決済 
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中国の個人情報保護法について（二） 
～個人情報の処理と本人の同意～ 

  弁護士法人大江橋法律事務所

弁護士 竹 田  昌 史 

上海翰凌法律事務所

律師      孫  宇川 

一、はじめに 

前回のニュースレターでは、個人情報の範囲やその処理1にあ

たって企業が行うべき告知義務やその内容について解説しまし

たが、日本企業／日系企業（以下、「日本企業」と総称します）

が中国ビジネスで実際に個人情報を取得する場面において、検

討が必要となる重要事項として本人の同意の取得が挙げられま

す。そこで、今回は、中国の個人情報保護法における本人の同

意について解説します。 

二、同意の種類、方法 

１． 中国における本人の同意 

例えば、日本において個人情報取扱事業者にあたる企業

が個人情報を取得する場合、要配慮個人情報という一定の

個人情報については予め本人の同意が必要ですが、通常の

個人情報については、予めその利用目的を公表するか、又

は個人情報の取得後速やかにその利用目的を本人に通知若

しくは公表する必要があるものの、その個人情報の取得自

体には本人の同意は必要とされていません。 

これに対し、中国の個人情報保護法では、法律や行政法

規で定める特定の場合を除き、個人情報の処理には事前に

本人の同意を取得することが必要とされています（個人情

報保護法第13条）。そのため、日本企業としては、中国で

のビジネスにおいて個人情報を取得する場合、原則として

事前に本人の同意を得ることが必要である点を最初に確認

する必要があります。 

本人の同意は、主に通常の同意と個別の同意に分かれま

す。そして、いずれも有効な同意として認められるために

は、本人が同意のための事情を十分に知っていること、同

意が自発的、かつ明確であることが必要とされる点は共通

1 本稿で「処理」とは、個人情報の收集、保存、使用、加工、伝送、提供、公開、削除

しています。これに対して、個別の同意は、通常の同意と

比べて、包括な同意が認められず、個人情報を取得する毎

に同意を取得する必要がある点で異なります。 

２． 同意の有効要件 

中国において本人の同意に基づき個人情報を処理する場

合、その同意は、本人が同意のための事情を十分知ってい

ること、自発的、かつ明確に行われることが必要とされて

います（同法第14条1項）。 

（１） 同意のための事情を十分に知っていること

個人情報処理者である企業が本人の同意に基づき個人情

報を処理する場合、本人が何に対して同意するのかを十分

知らないまま同意しても、その同意は企業による個人情報

の処理の合法性を裏付けるものにはなりません。本人が、

自分のどのような個人情報について、どのような目的で、

どのように利用されるのかを知ったうえで同意することで、

企業による個人情報の処理は合法的かつ正当なものとなり

ます。そのため、法律上、本人の同意の有効要件の一つと

して、本人が同意のための事情を十分に知っていることが

必要とされます。 

他方で、企業は、個人情報処理者として、法律上、自ら

の名称や連絡先、個人情報の利用目的、処理方法、処理す

る個人情報の種類等を事前に本人に告知する義務を負いま

す。この告知は、同意のための事情を十分知るために必要

な情報を本人に提供する機能を持ちます。したがって、多

くの日本企業が個人情報保護指針等で個人情報の利用目的

といった告知事項を列記しますが、その内容は法律に基づ

く告知義務の履行という側面以外に、本人の同意の有効要

件を充足するために重要な意味を持つことになります。 

（２） 同意が自発的、かつ明確であること

等を総称する行為を指します（個人情報保護法第 4 条 2 項）。 

情報セキュリティ 

PROFILE 

PROFILE 

https://www.ohebashi.com/jp/lawyers/takeda_masafumi.php
http://www.hanlinglaw.com/Jp/Index/pageView/catid/28/id/8.html
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本人が、強制又は騙されて同意したとしても、その同意

により企業による個人情報の処理が合法化されないことに

争いの余地はなく、同意が自発的であることは同意の有効

性の要件の一つとされます。 

更に、もし本人の同意が不明確な方法でなされた場合、

本人が本当に同意したか否かを判別することが困難である

ため、本人の同意を基礎として個人情報の処理の合法性を

裏付けることができません。そのため、同意の有効要件の

一つとして同意が明確であることが必要とされます。明確

性に関する方法については、書面又は口頭いずれの方法で

あっても認められますが、同意の意思が外部から認識でき

るような積極的な行為が必要とされています。そのため、

黙認などの不作為をもって同意と見なすことはできず、一

般的には有効的な同意に該当しないと解されています。 

３． 個別の同意 

（１）個別の同意

近年、企業が個人情報を自社のビジネスに活用する事例

が急増する一方で、本人の同意の取得がビジネスの進行を

妨げないように利用目的、利用方法、利用する個人情報の

範囲等を非常に広範に記載して一括して本人の同意を取得

し、その後にトラブルとなる事例が後を絶ちません。その

ため、中国の個人情報保護法では、特に個人情報の無断使

用が個人の利益に重大な影響を及ぼす可能性がある以下の

ような場合には、通常の同意ではなく、個別の同意2を取得

することが必要とされます3。  

（個別の同意が必要とされる場合） 

① 個人情報処理者が他の個人情報処理者に対して個人情

報を提供する場合（第23条）

② 個人情報処理者が個人情報を公開する場合（第25条）

③ 公共の場所において、画像の収集、個人の身元を識別

する設備を設置して収集した個人の画像及び身元を識別

する情報を、公共安全の維持以外の目的に使用する場合

（第26条）

④ センシティブ個人情報を処理する場合（第29条）

⑤ 個人情報を中国域外に提供する場合（第39条）

これらのうち、①と⑤については日本企業が遭遇するこ

とが多いと思われます。

2 2021 年 11 月 14 日に公開された「ネットワークデータ安全管理条例」のパブコメ案
（以下「パブコメ案」といいます）では、個人情報及び重要データを含めたデータに
関する「個別の同意」の定義として、データ処理者が具体的なデータ処理活動を実施
するときに、各項目の個人情報につき取得する本人の同意を指し、複数項目の個人情
報、多種類の処理活動に対して一度に取得する同意を含まないと規定されています。 
3 パブコメ案では、個人情報保護法で定めた内容以外に、取得した個人情報をパーソナ

上記①で定める「他の個人情報処理者への提供」には、

例えば、データ分析業務を委託する目的で受託企業に個人

情報を提供する場合は含まれません4。データ分析業務を委

託する場合、受託企業が委託企業から受領した個人情報を

使用する目的や範囲等は、委託企業が本人の同意を得る際

に告知した個人情報の利用目的や範囲等を超えることはあ

りません。そのため、例えば、日本企業が顧客の個人情報

データについて外部の企業にデータ分析を委託する場合、

外部の企業への委託行為それ自体のために改めて本人から

個別の同意を得る必要はありません。但し、それは、最初

に顧客から個人情報を取得するときの企業側の告知義務や

同意の取得を免除するものではないため、注意が必要です。 

次に、上記⑤については、個人情報を中国域外に提供す

る際に注意が必要なのは、本人から個別の同意を取得さえ

すれば中国域外へ提供できるわけではない点です。例えば、

日本の個人情報保護法では、個人情報を日本国外へ提供す

る際には、本人の事前の同意を得ることが最も重要な要件

と思われます。しかし、中国の個人情報保護法では、中国

国内における事業運営に伴い取得した又は生み出された個

人情報を中国域外に提供する場合、本人の個別の同意以外

に、個人情報処理者自らが個人情報の域外提供に伴う影響

評価を事前に実施しなければなりません（同法第55条）。

更に、もし中国域外に提供する個人情報の数量が一定量を

超える場合には、所管行政機関による越境安全評価審査を

経ることも必要となります。これに対し、たとえ所管行政

機関による越境安全評価審査を経る必要がない場合であっ

ても、国が定めた標準契約に従って中国域外の受領者との

間で契約を締結するか、又は国家インターネット情報機関

の規定に基づく専門機関の認証を経ることが必要となりま

す（同法第38条）。日本企業にとって中国で得られた個人

情報を中国域外に提供する理由としては、例えば、中国子

会社の従業員管理、名刺情報や取引先情報の管理、顧客へ

のサービスのための個人情報の日本での集約など多種多様

であると思いますが、個人情報の中国域外への提供はそれ

ほど容易でないことを十分に理解する必要があります。 

（２）再度の同意の取得

個人情報の処理が本人に与える影響が特に大きい場合、

ライズ化したレコメンドに使用する場合にも、個別の同意が必要であると規定されて
います。 
4 個人情報保護法の立法審議過程を見ると、同法第二次審議稿では、「個人情報処理者
が他者に提供する」とされていましたが、正式公布版では、「個人情報処理者が他の個
人情報処理者に提供する」に修正されており、単独の同意を要求する提供先が、独立
して処理内容を判断できる「個人情報処理者」に限定されています。 
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上記の通り、企業は、個別に本人の同意を取得する必要が

あります。 

これに対し、いったん本人の同意を得られた個人情報の

処理であっても、もし個人情報を処理する者がその利用目

的、処理の方法、又は処理する個人情報の種類を変更する

場合には、改めて本人の同意の取得が必要となります（同

法第14条2項）。すなわち、同意の有効要件を満たすため

には本人が個人情報処理者から十分な告知を受ける必要が

ありますが、告知内容の中でも重要な利用目的、処理方法

又は個人情報の種類が変更されると、従前本人が同意する

ために理解した前提事情が変更されてしまいます。そのた

め、中国の個人情報保護法第17条で定める告知事項の中で

も特に利用目的、処理方法、個人情報の種類が変更された

場合には、個人情報処理者に対して改めて本人の同意を取

得することを義務付けました。 

日本企業が中国で個人情報を取得する場合、個人情報保

護指針等を公開して利用目的やその利用方法、対象となる

個人情報を開示することが多いですが、それらを変更する

場合には、対象となる個人情報の本人からは改めて同意を

得る必要があります。そのため、個人情報保護指針等の作

成にあたっては将来的な変更の可能性も検討しておく必要

があります。 

三、同意が不要とされる場合 

１．同意が不要な法定許可事由 

中国の個人情報保護法では、個人情報を処理する際に原

則として本人の同意を得る必要がある一方、同法で定める

特定の事由がある場合には、本人の同意が不要とされてい

ます（同法第13条）。具体的には、以下の事由が挙げられ

ます。 

（同意が不要とされる法定許可事由） 

① 個人を当事者の一方とする契約の締結、履行に必要で

ある場合、あるいは法により制定した労働規則制度や

法により締結した集団契約に基づいて人的資源の管理

を実施するために必要である場合。

② 法定の職責又は法定の義務の履行に必要である場合。

③ 突発的な公衆衛生上の事件に対応するため、又は緊急

状況下において自然人の生命、健康及び財産の安全を

保護するために必要な場合。

④ 公共の利益のためにメディア報道、世論監督等の行為

を実施して、合理的な範囲内で個人情報を処理する場

合。

⑤ 本法の規定に従って、合理的な範囲内で、個人が自ら

公開した又はその他既に合法的に公開されている個人

情報を処理する場合。

⑥ 法律、行政法規が規定するその他の事由。

これらの法定許可事由をみると、個人情報保護法の立法

過程で参考にされた欧州の一般データ保護規則（GDPR）

で定める法定許可事由と共通する事由もある一方で、中国

固有の情況を踏まえて法定許可事由を定めています。例え

ば、事由②の労働規則制度等に基づく人事管理のための処

理といった事由に関して、GDPRの場合、その第6条1項

（ｆ）で個人情報の管理者又は第三者により追及される正

当な利益とデータ主体の利益を衡量したうえで個別に処理

の合法性が認められる枠組みが採用されているため、同条

項を理由にその処理の合法性が判断されます（GDPR前文

（48）項）。これに対し、中国の場合、GDPRのような枠

組みがない一方で、企業の人事管理のために従業員の情報

をスムーズに処理する必要性が高く合法的な処理として認

めるべきとの意見も多かったことから、中国の個人情報保

護法では、上記事由②のように法定許可事由として直接規

定されています。

２．個別の同意が免除されるか

（１）個別の同意の免除を巡る各種見解

本人の同意が不要とされる法定許可事由については、そ

の不要とされる本人の同意が通常の同意のみを指すのか、

あるいは個別の同意を含むのかについて、法律上は明確に

されていないため、中国の学術界でも様々な見解がありま

す。大きくは同法の立法審議での経緯や個人の権益保護を

重視する立場から個別の同意を含まないとする立場（非免

除説、すなわち、法定許可事由があっても別途個別の同意

は必要とする立場）と、第13条の条文で区別されていない

ことや非免除説に立った場合には実際の執行に支障をきた

すこと、更にはGDPR等海外での立法情況等を踏まえて、

個別の同意を含むとする立場（免除説、すなわち、法定許

可事由がある場合には個別の同意も不要とする立場）に分

かれます。 

筆者らとしては、個人情報保護法の条文や立法趣旨等を

総合的に考慮すると、免除説がより合理的な解釈ではない

かと考えます。もっとも、現時点では明確な結論は出てお

らず、将来、法定許可事由を巡る紛争が発生した場合には、

例えば、処理される個人情報の性質等を考慮したうえで、

法定許可事由で規定する「必要な場合」や「合理的な範囲」

の解釈を厳格に行うことで、より具体的かつ柔軟に結論の
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妥当性が図られるのではないかと予想します。 

（２）実務上の留意点

日本企業が中国ビジネスの中でしばしば直面する場面は、

上記法定許可事由①ではないかと思われます。例えば、日

本企業が、中国の個人に商品を販売する際、本人の氏名、

住所、電話番号については買主や発送先等の特定は取引契

約締結のために必須であり、法定許可事由に該当すること

になり、また取引契約書等でそれらの情報を本人に記載し

てもらうことで同意を得ることもできます。これに対し、

買主である個人の性別や年齢については、通常、商品の取

引契約の成立や履行のために必要とはいえず、むしろ売り

手である企業側が購入者データとしてマーケティング分析

に使用する目的で情報提供を求めるケースが殆どです。そ

のため、個人の性別や年齢については、「個人を当事者の

一方とする契約の締結、履行に必要である場合」とは言え

そうにありません。そのため、もし顧客との取引に必須と

まではいえない個人情報を取得し、マーケティング等に使

用することが想定される場合には、やはり利用目的等を事

前に告知して本人の同意を得たうえで取得する必要があり

ます。 

更に、日本企業の中国現地法人で従業員を雇用する場合、

従業員の氏名、住所、電話番号以外に、性別、年齢、学歴

や職歴といった個人情報を取得することは、従業員の採否

の判断、正式雇用及び雇用後の人事管理には必要な情報と

考えることができ、法定許可事由にも該当すると思われま

す。これに対し、従業員の銀行口座情報や身分証番号はセ

ンシティブ個人情報に該当しますので、一律に扱うことに

は慎重な考慮が必要となります。すなわち、銀行口座情報

は給与振込のため、身分証番号は本人特定のために必要と

考えることもできますので、もし上記「免除説」に立てば

個別の同意は不要と考える余地がありますが、もし「非免

除説」に立てば個別の同意が必要ということになります。

したがって、実際に中国現地法人で従業員の人事管理に必

要な場合であっても、センシティブ個人情報の取扱いにつ

いては慎重に判断する必要があり、少なくとも個人情報保

護法が施行されて間もない現時点では、従業員による個別

の同意を得ておくことがリスクの軽減につながると思われ

ます。

四、まとめ 

今回は、個人情報保護法の中でも、日本企業が日常のビ

ジネスの中で検討を要する個人情報の処理と本人の同意に

ついて解説しました。中国の個人情報保護法は施行された

ばかりで、今後、多くの事例や実務の運用が積み重なって

いくことが予想されますが、中国市場でのビジネスを進め

る日本企業にとっては引き続き注目すべき法律の一つとい

えます。 

以上 
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１ 国務院による経営環境革新試験業務の展開に関する意見 

国務院は、11月25日、事業者のニーズに注目し、市場化・法治

化・国際化された一流の経営環境の作出を目指すために、北京、上

海、重慶、杭州、広州及び深センの6都市において、経営環境の革

新に関する試験措置を打ち出した。当該意見によれば、区域分割及

び地方保護等の不合理な制限の撤廃を進め、より開放的・透明的・

規範的・効率的な事業者の参入及び撤退に関するメカニズムを整備

し、投資・建設の利便性を持続的に高め、事業者のイノベーショ

ン・発展を支持し、クロスボーダー貿易の円滑化を持続的向上させ、

外商投資及び国際人材サービス管理の最適化を図るなどの項目が、

重点的任務として挙げられている。 

URL：http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-11/25/content_5653257.htm 

（国務院2021年10月31日制定、同年11月25日公布） 

２ 原薬分野における独占禁止に関するガイドライン 

国務院独占禁止委員会は、自動車業界及びインターネットプラッ

トフォーム業界に続き、３つ目の業界である原薬分野に対する独禁

ガイドラインとして、11月15日に「原薬分野における独占禁止に関

するガイドライン」を公表した。本ガイドラインは、全6章29条か

らなり、総則、独占合意、市場支配的地位の濫用、事業者結合、行

政権限の濫用による競争の排除・制限、付則等の内容を含んでいる。

本ガイドラインは、原薬の関連市場の画定に関し、関連市場を商品

関連市場及び地域関連市場に分け、それぞれの分析の方法を明確化

した。また、原薬製造者と競争者の間で、共同で原薬の生産、仕入

れ、販売及び入札等の合意、また原薬の不製造、不販売の合意を、

水平独占合意として列挙して禁止し、原薬の経営者によるハブアン

ドスボーク型の合意に対する制限も明確にしている。顧客制限及び

地域制限等の垂直独占合意に対する制限も強化した。なお、原薬分

野の市場支配的地位の認定や主な濫用行為も本ガイドラインにて細

分化された。 

URL：https://www.samr.gov.cn/xw/zj/202111/t20211118_336985.html 

（国務院独占禁止委員会2021年11月15日制定・公布・施行） 

３ 特許法質権設定登記弁法 

本弁法は、国家知的財産権局より11月15日に公表され、2010年成

立した以降、11年ぶりの改正を迎えた。本弁法によれば、特許権に

質権を設定する場合、質権者と質権設定者は単独な質権設定契約か、

主契約における担保条項等、書面による合意を締結した上、共同し

て国家知的財産局に質権設定登記を行わなければならず、設定登記

をもって特許権質権が成立するとされている。また、今回の改正に

よれば、①誓約方式により質権設定登記手続を行うことを推進する

こと、②対象となる特許権についての無効宣告手続の申立等、登記

を認めない事項を減らしたこと、③登記（設定、変更、抹消）の審

査期限を5営業日（オンライン申込は2営業日）に短縮すること、④

オンライン登記、当局による期限満了前の通知等、登記にかかるサ

ービスを最適化することが含まれる。 

URL：https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/11/16/art_74_171449.html 

（国家知的財産局2021年11月15日制定・公布・施行） 

４ 中華人民共和国税関「地域的な包括的経済連携協定」に基づく

輸出入貨物原産地管理弁法 

本弁法は、11月23日に「税関総署第255号令」として公表された。

本弁法は、中国と「地域的な包括的経済連携協定（以下は「RCEP」

という。）」のその他の締約国との間の取引において、RCEPに基

づく輸出入貨物の原産地に対する管理に適用される。RCEPに基づ

く原産の資格を有する原産貨物として認定されるのは、①ある締約

国において完全に取得・製造したこと、②ある締約国において完全

に原産材料を使用し製造したこと、③ある締約国において原産材料

を使用したが、製品の特定の原産地規則に定める税則分類の変更、

区域価値成分、製造加工工程又はその他の要求に合致していること

のいずれかに該当しなければならない。また本弁法によれば、原産

資格を有する輸入貨物は、その 原産国（地区）に応じて、相応の税

率を適用することができるとされている。 

URL：http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/4020557/index.html 

（税関総署2021年11月23日制定・公布、翌年1月1日施行） 
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５ 上海市データ条例 

本条例は全10章91条からなっており、データ発展及び管理体制、

データに関わる権益の保障、公共データの定義と管理、データ要素

市場、データ安全の保護等の内容が含まれ、①法に基づき自然人が

その個人情報に関して有する人格的権益を保護すること、②法に基

づき自然人、法人、非法人組織がデータ処理活動において形成した

法的又は約定された財産的権益を保護すること、及び③デジタル経

済発展においてデータイノベーション活動によって取得した合法的

な財産的権益等を保護することを目的として立法された。 

URL：http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-10/26/content_5644953.htm

（上海市人民代表大会常務委員会2021年11月25日制定・公布、翌年

1月1日施行） 
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  弁護士法人大江橋法律事務所 

弁護士 松本 亮 

 中国では電子決済が普及しており、ここ数年は現金を一切持たな

くなった。中国の電子決済の２大プラットフォームは、テンセント

のwe chatと、アリババのAlipayというアプリである。いずれのアプリ

もスマホにダウンロードし、それぞれ銀行口座やクレジットカード

と連動させて、we chat pay やAlipayに電子マネーをプールできるよう

になっている。ユーザーは店頭で買い物をする際に、そのアプリを

開いて、自分のQRコードをお店に提示してスキャンしてもらい代

金を支払ったり、反対にお店のQRコードを自分のスマホでスキャ

ンして支払ったり方法が一般的である。友人らとの食事代を割り勘

する場合にも、代金を支払った人がグループチャットを作成し、他

のメンバーに割り勘した代金を請求することもできる。また中国の

春節の際に渡される紅包（お祝い金）も電子マネーで送付するよう

になっている。このようにwe chatやAlipayは中国で生活する上で必要

不可欠のアプリとなっている。 

他方で中国政府は、台頭するデジタルプラットフォーマーに対抗

するため、政府が小売等における決済を把握できるよう、政府主導

で電子決済できる仕組みを導入しようとしている。そこには将来的

には人民元の国際化し基軸通貨としたいという意図もあるだろう。

2021年7月に中国人民銀行デジタル人民元研発工作組から出された

デジタル人民元の研究開発進展白書によれば、2021年6月30日まで

にデジタル人民元が試験導入された場所は132万を超え、電気水道

ガス、飲食サービス、交通、買い物、政府サービス等に利用されて

いるということである。 

ではデジタル人民元とはどのように利用するのか。現在は、デジ

タル人民元というアプリが開発されておりダウンロードすることが

できる。また各銀行のアプリの中にも、デジタル人民元のミニプロ

グラムが設定されている。それらのアプリ又はミニプログラムの中

に各銀行の口座からお金を移してデジタル人民元としてプールし、

店頭などで使用することとなる。すなわちデジタル人民元の残高と

銀行口座の残高は同じ金額で連動しているわけではない。使用方法

は、we chatやAlipayと同じである。 

中国政府は、デジタル人民元を利用しはじめた人に対して、抽選

で紅包を渡したり、銀行のキャンペーンでプレゼントを渡したりと

いった導入を促す施策を行っており、今後も利用者は増えると思わ

れる。ただ既に普及しているwe chatやAlipayといったプラットフォ

ームが友人らとのコミュニケーションツールとしても利用されてお

り、友人間での電子決済にも多く使われていることからすると、デ

ジタル人民元がこれらの電子マネーに簡単に置き換わるとは考えに

くいのではないかと思われる。今後、中国政府がどのようにデジタ

ル人民元を普及させていくのかは注目に値する。
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